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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ

た
方
の
う
ち
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
１

弾
に
申
し
込
ん
で
い
な
い
方
や
、
昨
年

５
月
１
日
以
降
に
取
得
さ
れ
た
方
な
ど
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
用

い
て
最
大
５
千
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
１
弾
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
昨
年
４
月

３０
日
ま
で
に
申
請
さ
れ

た
方
で
、

１２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
を
申
し
込
ん
だ
方
が
ポ
イ
ン
ト
の

付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

第
２
弾
で
は
、
昨
年
５
月
１
日
か
ら
申

請
さ
れ
た
方
も
対
象
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、

１２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

第
１
弾
で
申
し
込
ん
だ
方
で
、
ま
だ
２

万
円
の
チ
ャ
ー
ジ
や
買
い
物
を
行
っ
て

い
な
い
場
合
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日

以
降
も
上
限
５
千
円
ま
で
の
ポ
イ
ン
ト

の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
の
サ
ポ
ー

ト
を
役
場
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

１
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

２
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス

の
情
報
（
カ
ー
ド
な
ど
）

３
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発
行
時
に

自
身
が
設
定
し
た
数
字
４
桁
の
暗

証
番
号
（
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
暗
証
番
号
）

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
サ
ポ
ー
ト

（
無
料
）
」
を
行
っ
て
い
ま
す

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
が

ま
だ
済
ん
で
い
な
い
」
、「
申
請
の
方
法

が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
へ
、
役
場

で
職
員
が
申
請
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
健
康
保
険
証
利
用
や
、
引
き
続
き
実

施
さ
れ
ま
す
消
費
活
性
化
対
策
と
し
て

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
活
用
し
た
経
済
対
策
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
つ
で
も
作
成
で
き
ま

す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
サ
ポ
ー
ト
内
容

・
顔
写
真
撮
影

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
代
行

◆
受
付
時
間

・
午
前
８
時

３０
分
〜
午
前

１１
時

３０
分

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

３０
分

※
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
き
ま
す

◆
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

１
　
通
知
カ
ー
ド

２
　
印
か
ん
（
認
印
）

３
　
本
人
確
認
書
類
（
下
記
の
Ａ
の
１

点
も
し
く
は
Ｂ
の
２
点
。
有
効
期

限
が
あ
る
も
の
は
有
効
期
限
内
に

限
り
ま
す
）

Ａ　
運
転
免
許
証
・
運
転
経
歴
証
明
証（
平

成
２４
年
４
月
１
日
以
降
の
も
の
）
・
パ

ス
ポ
ー
ト
（
旅
券
）
・
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド（
顔
写
真
付
）・
身
体
障
害
者
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・
療
育
手

帳
・
在
留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明

書
・
一
時
庇
護
許
可
書
・
仮
在
留
許
可

書Ｂ　
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
・
各
種
年

金
証
書
・
生
活
保
護
受
給
者
証
・
児
童

扶
養
手
当
証
書
・
顔
写
真
付
き
の
学
生

証
や
、
社
員
証
な
ど

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
ま
で
の

期
間

　
交
付
申
請
か
ら
お
お
む
ね
１
カ
月

◆
注
意
事
項

　
申
請
、
受
け
取
り
の
際
は
、
必
ず
申

請
者
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

１５
歳

未
満
の
場
合
は
、
法
定
代
理
人
（
親
権

者
）
と
一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
本
庁 
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 
地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
７
０
１

　
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

傷
害
や
性
暴
力
な
ど
の
事
件
・
事
故
に

あ
わ
れ
た
方
を
対
象
に
弁
護
士
と
犯
罪

被
害
相
談
員
に
よ
る
無
料
の
出
張
法
律

相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
奇
数
月
は

県
西
部（
四
万
十
市
）で
行
っ
て
い
ま
す
。

左
記
連
絡
先
ま
で
事
前
申
し
込
み
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
日
時

　
３
月

１５
日
（
火
）

　
午
後
１
時
半
〜
午
後
３
時
半

◆
場
所

　
幡
多
総
合
庁
舎
２
階
会
議
室
（
四
万

十
市
中
村
山
手
通
り

１９
）

◆
共
催

　
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
う
ち

被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
法
テ
ラ
ス

高
知
、
高
知
県

○
お
問
い
合
わ
せ

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

蕁

０
８
８
―

８
５
４
―

７
５
１
１

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

犯
罪
被
害
に
関
す
る
出
張
法

律
相
談
の
お
知
ら
せ

i

令
和
４
年
１
月
１
日
〜

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
実
施
中

i


